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青 年 就 農 給 付 金 事 業 補 助 金 3450 万 円 
［給付額］150 万円／年（最長５年間）で、以下の要件を全て満
たす方
①原則として４５歳未満で独立・自営就農する方
②就農する市町村の「人・農地プラン」に位置づけられている方 
  （見込みも可）
③就農後の所得（本給付金以外）が 250 万円未満の方
　※１: 農家子弟の方でも、 ア 親とは別の経営をする場合 イ 親 
　　の経営から部門を独立させる場合 ウ 親元に就農してから 
　　５年以内に親から経営を継承する場合は給付対象
　※２: 青年就農給付金（準備型）の受給を要件とはしていません。

野方小屋内運動場耐震補強等
工事実施設計業務委託料
190 万円

（耐震診断の結果、
 補強工事を行う
 設計業務です。）

標高表示板設置委託料 105 万円
（国・県道等の電柱に、表示板を設置する業務です。）

家畜集合指導センター繋留所
照明器具設置工事　76万円

（繋留所の照明が薄暗かった為に、照明器具を取り付ける工事です）


